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医療機関の業務

医療機関の業務

療養病床
転　換

診療所

居 住 者

附 帯 業 務

療養病床を転換

附 帯 業 務

附帯業務拡大に
より経営可能に
（規制緩和）

■「有料老人ホーム」経営
介護や食事などのサービスを入居して
いる高齢者に対して提供する施設

■「高齢者専用賃貸住宅」
専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅で
あって、高齢者居住法に基づき登録し
たもの。

のうち、生活相談、緊急通報、見守り
サービスなどを提供するものの経営

（注）単なる「高齢者専用賃貸住宅」経営は不可。

介護サービス
（特定施設入居者生活介護）

在宅医療サービス
（適切な診療報酬）

※在宅療養支援診療所の医師が
定期的に訪問診療する場合な
どに限られている現状を拡大。

新たな在宅医療の場にふさわしい診療報酬

　「診療所＋居住系施設」の普及促進及び在宅医療推進の
観点から、新たな居住系施設の居住者に在宅医療を提供
する場合、平成20年診療報酬改定で新たに報酬を設定。

居住系施設
（有料老人ホーム、見守り等を提供

する高齢者専用賃貸住宅）

必要に応じて在宅医療と介護サービスを一体的に提供することによ
り、医療機関併設という特色を活かした安心の提供と経営の多角化
が可能となります。

■医療機関を基盤とした｢安心｣の提供が可能
■医療機関の経営の選択肢が拡大

メリット

医療法人の附帯業務規制を緩和し、「住まいの場」である有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅を設置し、生活相談な

どのサービスを提供する経営形態を認めています。

これにより、医療法人は従前の療養病床の経営ノウハウを活かした経営の多角化が可能となっています。

診療所に併設された有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の居住者に対する在宅医療の提供を推進する観点から、適

切な診療報酬を給付します。

【平成20年診療報酬改定で対応】

医療法人経営の選択肢の拡大 在宅医療と「住まい」の場を組み合わせた
サービス提供体制の構築
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〔 現 行 〕 〔 見 直 し 後 〕

※サテライト型施設：
本体施設との連携を前提として、人員
配置基準や設備基準を緩和した小規模（定
員29人以下）の施設。

本体施設

老人保健施設

特別養護
老人ホーム

サテライト型施設（※）

老人保健施設
（1か所のみ）

特別養護
老人ホーム

○サテライト型施設の規制緩和
　・入所者の処遇が適切に行われることを前提に、サテライト型老人
保健施設の複数設置を認める。

　・本体施設が医療機関の場合にもサテライト型老人保健施設の設
置を認める。また、本体施設が老人保健施設・医療機関の場合に、
サテライト型特別養護老人ホーム（※）及びサテライト型特定施設
の設置を認める。

　・給付期間の限定（現行は180日）を撤廃

※本体施設の開設者が地方公共団体の場合は、サテライト型の特別養護老人ホー
ムの設置も認める。

本体施設

老人保健施設

特別養護老人ホーム

医療機関（病院・診療所）

サテライト型施設

老人保健施設・特別養護
老人ホーム（※）・特定施設

特別養護老人ホーム

老人保健施設・特別養護
老人ホーム（※）・特定施設

〔 現 行 〕

サテライト地域

密着特定施設

老人保健施設

老人保健施設

サテライト
老人保健施設

サテライト

老人保健施設

特別養護
老人ホーム

サテライト
特別養護
老人ホーム

サテライト
地域密着

特別養護老人ホーム※

※本体施設の開設者が地方公共団体等の場合は、サ
テライト型の特別養護老人ホームの設置も認める。

※本体施設が特別養護老人ホームの場合については
現行のとおり。

サテライト型施設に
・医師
・支援相談員※1

・理学療法士もしくは作業療法士※2

・栄養士
・介護支援専門員※3

を置かないことができる。
また、本体施設の管理者はサテライト型
施設の職務を兼務することができる。

・療養病床転換の場合に限り、入所者の機能訓練の機会が適切に確保されるときは、機能訓練室に
ついてサテライト型施設との共有を認める。
・地域密着型特定施設で看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1名は常勤でなければならないが、
サテライト型の地域密着特定施設については、それぞれ常勤換算法で1名以上でよい。

〔 見 直 し 後 〕

・１カ所のみ
・算定日数180日上限

サテライト地域

密着特定施設

医療機関 サテライト
老人保健施設

サテライト
地域密着

特別養護老人ホーム※

※本体施設の開設者が地方公共団体等の場合は、サ
テライト型の特別養護老人ホームの設置も認める。

サテライト型施設に
・医師
・栄養士
・介護支援専門員※3

を置かないことができる。

算定日数
180日
上限撤廃

算定日数
180日
上限撤廃

○個々の療養病床の状況に応じて、様々な運営形態でのサテライト型施設を選択できる
ようになります。

○療養病床を老人保健施設に転換した場合でも、サテライト型施設の活用により、施設
全体のベッド数を減らさずに経営規模を維持することが可能となります。

○人員・設備の相互利用により施設全体の経営の効率化が図られます。

本体施設が老人保健施設の場合 本体施設が医療機関の場合

※1　サテライト型特定施設又はサテライト型特別養護老人ホームの場合は生活相談員

※2　サテライト型特定施設又はサテライト型特別養護老人ホームの場合は機能訓練指導員

※3　サテライト型特定施設の場合は計画作成担当者

本体施設とサテライト型施設について、多様な組み合わせを可能にするとともに、人員・設備基準等について更なる

規制緩和を行います。

【平成20年5月施行予定】

本体施設が人員に関する基準を満たしている事を前提に、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、サテ

ライト型施設における職員の配置が緩和されます。

【平成20年5月施行予定】

サテライト型施設の多様化 サテライト型施設の活用による
経営の選択肢の拡大
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